【キャリアアップ助成金正社員化コース】 
賞与制度の実態についての確認票＜確認票について＞
本確認票は、キャリアアップ助成金の「正規雇用労働者」の要件である『賞与または退職金の制度かつ昇給が転換時点で適用されている者』について、賞与制度の規定を設けていても、実際はその規定を過去から運用せず、賞与を一度も支給したことがない場合、この要件を満たさず、本助成金の支給対象外となるため、賞与制度の実態を確認させていただくものです。
＜留意事項＞
・確認事項の中で賃金台帳の提出が必要となった場合、１名分を添付頂ければ結構です。　　　　　　　　
・記載が完了しましたら新潟労働局助成金センターまで郵送またはメールでお送りください。
・記入方法に不明点があれば下記までお問い合わせください。
・本確認票に事実と異なる回答を行った場合には不正受給とみなされ、企業名公表・刑事告訴の対象となる
可能性がありますので、慎重に確認を行った上で記載して下さい。
新潟労働局助成金センター
キャリアアップ助成金担当
（所在地）〒９５０－０９６５ 新潟市中央区新光町１６－４
（電話）　０２５－２７８－７１８１

（アドレス）ngt-joseikincenter05@mhlw.go.jp


















	事業所名
	

	所属・記入担当者名
	　　　　　　　　　　　　

	賞与の支給月
（支給月に〇をする）
	１月・２月・３月・４月・５月・６月・７月・８月・９月・10月・11月・12月
（※）支給の有無が会社の業績に依存している「決算賞与」のように、原則として支給することが明瞭でない賞与のみを適用している場合は要件に該当しません。


１．事業所情報記入欄

２．確認事項
Ｑ１．対象労働者に対し、正社員転換後に賞与を支給しましたか。（決算賞与を除く）
☐賞与を支給した　　　　　　　　 ⇒賃金台帳を添付し提出して下さい（※Q2以降回答不要です）
☐賞与を支給していない
　 ☐業績が悪化したため　　　　   ⇒（Ｑ２へ進んでください）
☐査定の結果のため　　　　     ⇒（Ｑ２へ進んでください） 
☐支給月が到来していないため   ⇒（Ｑ3へ進んでください）  
☐決算賞与のみ支給しているため ⇒ 支給することが不明瞭な賞与のため不支給と判断します。
☐不支給で了承する（※Q2以降回答不要です）
裏面へ続きます
Ｑ２．他の正社員に賞与を支給しましたか。（決算賞与を除く）　　　　　　　　　　　　　　　他の正社員に支給した場合は対象労働者に支給していない理由を記入してください。
☐他の正社員には支給した⇒支給した賃金台帳を添付し、下欄に理由を記入してください。
対象労働者に支給していない理由　（※Q3以降回答不要です）
　　
　　
　　
　　
　　　　
☐全員に支給しなかった　⇒（Ｑ３へ進んでください。）        
                                            
Ｑ３．過去の支給実績について
☐支給したことがある⇒支給した直近の賃金台帳を添付し提出してください。（※Q4以降回答不要です）

☐賞与を過去に一度も支給したことがない⇒（Ｑ４へ進んでください。）          　　　　　

Ｑ４．過去に賞与の支給実績がない場合は、実態が伴っているか確認できないため、助成金の支給対象外となります。ただし、賞与を支給しない業績悪化の基準が存在し、その基準に基づいた取扱いをしているのであれば、下欄にその基準を記入頂き、合理性が認められる場合、支給対象となる可能性があります。（追加で資料や疎明書を求める場合があります。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
☐不支給で了承する　　　　　　　　	
☐賞与を支給しない客観的な基準がある
賞与を支給しない客観的な基準   　　
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ご協力いただきありがとうございました。追加で確認が必要な場合のみ連絡いたします。
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